
◇ 病棟薬剤業務実施加算　１　（Ａ２４４）

(１) 当該保険医療機関に常勤の薬剤師が、２名以上配置されているとともに、病棟薬剤業務の ・薬剤師の出勤簿

　　実施に必要な体制がとられている。

　　　　なお、週３日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週22時間以上の勤務を行っている

　　非常勤の薬剤師を２名組み合わせることより、当該保険医療機関における常勤薬剤師の勤務時間帯と

　　同じ時間帯にこれらの非常勤薬剤師が配置されている場合には、これらの非常勤薬剤師の実労働時間

　　を常勤換算し常勤薬剤師数に算入することができる。ただし、常勤換算し常勤薬剤師に算入することが

　　できるのは、常勤の薬剤師のうち１名までに限る。 （ ）

(２) 病棟薬剤業務を行う専任の薬剤師が当該保険医療機関の全ての病棟（区分番号「Ａ１０６」

　　障害者施設等入院基本料又は特殊疾患病棟入院料等の特定入院料（病棟単位で行うもの

　　に限る。）を算定する病棟を除く。）に配置されている。

（ ）

　　　※　複数の薬剤師が一の病棟において病棟薬剤業務を実施することを妨げない。

　　　※　病棟の概念及び１病棟当たりの病床数に係る取扱いについては、別添２の第２の１及び２

　　　　によるものである。

　　　※　病棟薬剤業務実施加算を算定できない手術室、治療室及び特殊疾患病棟入院料等の特定入院料

（病棟単位で行うものに限る。）を算定する病棟においても、病棟薬剤業務の実施に努める。

(３) 当該保険医療機関において、病棟専任の薬剤師による病棟薬剤業務の直近１か月の実施時 ・病棟ごとに専任の薬剤師が病棟薬剤業務を実施した時間が確認できる書類（病棟

　　間が合算して１週間につき20時間相当に満たない病棟（区分番号「Ａ１０６」障害者施設等 薬剤業務日誌等）

　　入院基本料又は特殊疾患病棟入院料等の特定入院料（病棟単位で行うものに限る。）を算定

　　する病棟を除く。）がない。 （ ）

(４) 病棟薬剤業務の実施時間には、薬剤管理指導料及び退院時薬剤情報提供管理指導料算定の

　　ための業務に要する時間は含まれていない。 （ ）
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(５) 医薬品情報の収集及び伝達を行うための専用施設（以下「医薬品情報管理室」という。）

　　を有し、院内からの相談に対応できる体制が整備されている。

※　なお、院内からの相談に対応できる体制とは、当該保険医療機関の医師等からの相談に

　応じる体制があることを当該医師等に周知していればよく、医薬品情報管理室に薬剤師が

　常時配置されている必要はない。 （ ）

(６) 医薬品情報管理室が、病棟専任の薬剤師を通じて、次のアからウまでに掲げる情報を積極 ・投薬及び注射の状況並びに副作用、ヒヤリハット、インシデント等の情報を医療従事者に

　　的に収集し、評価するとともに、一元的に管理し、当該情報及びその評価した結果について、 周知するための文書

　　有効に活用されるよう分かりやすく工夫した上で、関係する医療従事者に速やかに周知して

　　いる。 （ ）

　　ア　当該保険医療機関における医薬品の投薬及び注射の状況（使用患者数、使用量、投与日

　　　数等を含む。）

　　イ　当該保険医療機関において発生した医薬品に係る副作用、ヒヤリハット、インシデント

　　　等の情報

　　ウ　公的機関、医薬品製造販売業者、卸売販売業者、学術誌、医療機関外の医療従事者等外

　　　部から入手した医薬品の有効性、安全性、品質、ヒヤリハット、インシデント等の情報

　　　（後発医薬品に関するこれらの情報も含む。）

(７) 医薬品安全性情報等（(６)アからウまでに掲げるものをいう。以下同じ。）のうち、迅速

　　な対応が必要となるものを把握した際に、電子媒体に保存された診療録、薬剤管理指導記録

　　等の活用により、当該医薬品を処方した医師及び投与された患者（入院中の患者以外の患者

　　を含む。）を速やかに特定でき、必要な措置を迅速に講じることができる体制を有している。

（ ）

(８) 病棟専任の薬剤師と医薬品情報管理室の薬剤師が必要に応じカンファレンス等を行い、各

　　病棟での問題点等の情報を共有するとともに、各薬剤師が病棟薬剤業務を実施するにつき必

　　要な情報が提供されている。 （ ） 医療機関コード
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(９) データベースの構築などにより医療従事者が、必要な時に医薬品情報管理室で管理してい

  　る医薬品安全性情報等を容易に入手できる体制を有している。 （ ）

(10) 上記（６）から（９）までに規定する内容の具体的実施手順及び新たに入手した情報の重

　　　要度に応じて、安全管理委員会、薬事委員会等の迅速な開催、関連する医療従事者に対する

　　　周知方法等に関する手順が、あらかじめ「医薬品の安全使用のための業務に関する手順書

　　　（医薬品業務手順書）」に定められており、それに従って必要な措置が実施されている。

（ ）

(11)薬剤管理指導料に係る届出を行っている。 （ ）

(12) 病棟専任の薬剤師の氏名が病棟内に掲示されている。 （ ）
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